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「美
うま

し国
くに

みえ」の流域下水道

三重県県土整備部下水道事業課長 丹　羽　要　樹

１.はじめに

三重県では、伊勢湾沿岸の 33市町（合
併前）を対象に３流域６処理区で事業を
進めており、県内初の流域下水道の供用
は、昭和 63年の北勢沿岸流域下水道（北
部処理区）で、その後、各処理区で順次
整備を進め、全国で最後の流域下水道事

業となった中勢沿岸流域下水道（志登茂
川処理区）は平成 30 年に供用開始して
いる（図－１）。

現在も関連 15 市町の整備状況にあわ
せて施設の拡張に取り組んでおり、北勢
沿岸流域下水道（南部処理区）では第二
期事業による汚水処理施設の増設が令和
７年３月に完成し、新たに約２万３千人

分の処理が可能となった（図－２）。
さらに、宮川処理区では令和８年度の

完成を目指して内宮幹線と明和幹線を延
伸中（写真－１）で、２幹線の完成によ
り、県内流域下水道の事業計画上の全幹
線が完成する見通しである。

また、市町単独の公共下水道事業は
13 市町で供用しており、整備目標では、

図－１　三重県が実施する流域下水道
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下水道が県内の約 81.6％の人口の汚水
処理を担い、そのうち約 60％を流域関
連公共下水道が担う予定である（図－３）。

２.三重県流域下水道事業経
営戦略

事業着手から 40 数余年が経過した令
和２年、一部の施設・設備が更新時期を
迎えるとともに頻発する災害への対応な
どの課題対応と、将来にわたって安定し
た事業継続を図るため、「三重県流域下
水道事業経営戦略」を策定した。その後
５年が経過し、災害発生リスクの高まり、
地球温暖化の進行、職員数の減少、人口
減少と関連市町の施設老朽化といった社
会情勢の変化や新たな課題に対応するた
め、令和７年３月に改定した。

改定にあたっては基本となる３つの
「経営目標１　公共用水域の水質保全」
「経営目標２　下水道施設の整備」「経営
目標３　健全な事業運営の持続」を維持
しつつ、令和６年能登半島地震や令和７
年１月の大規模な道路陥没事故をふまえ
たものとしている。

具体的には成果指標を練り直し、管路
などの施設の老朽化への備えとして新目
標「管路の緊急度Ⅰおよび設備の健全度
１の発生防止」を掲げたほか、施設の改

図－２　南部浄化センター第２期整備事業

図－３　整備完了時(100％)時の目標（生活排水アクションプログラム）写真－１　延伸中の幹線管渠

※端数処理の関係で合計は100になりません。

築に関して「急所となる施設の地震対策
の進捗率」「施設浸水対策の進捗率」を
新設定し、地球温暖化対策として「CO2
排出量削減率」を新たに設定した。

３.地震対策・施設浸水対策

下水道は代替手段の確保が困難で、災
害発生時においても衛生環境の確保のた
めに欠かせない重要なライフラインであ
る。大規模地震等に備えた対策は喫緊の
課題であり、広域的に影響を及ぼす基幹
施設の耐震化・耐水化を図る「事前防災」
と災害による被害の最小化を図る「減災」
の取組が極めて重要である。

このため、「三重県流域下水道総合地
震対策計画」「三重県上下水道耐震化計
画（流域下水道）」に基づき、流域下水
道の急所となる施設（処理場（揚水機能、
沈殿機能、消毒機能）、ポンプ場、幹線
管路）の耐震化やポンプ場の耐震化・耐
水化を計画的・集中的に進めている（図
－４）。また、大規模災害発生時に関係

者が連携して早期に下水道の機能回復を
図れるよう、「三重県流域下水道事業
BCP」を策定し、訓練などを行い平常時
から減災対策に取り組んでいる。

４.老朽化対策

昭和 50 年代から構築してきた本県の
流域下水道施設は、処理場をはじめとし
て老朽化が進行しており、施設の健全性
を保つため、予防保全の考え方をもとに
した「三重県ストックマネジメント計画」
に基づいて、点検・調査、改築・更新に
取り組んでいる。

令和７年１月の下水道管路に起因する
大規模な道路陥没事故は、下水道管理者
にとって強い衝撃を受ける出来事であっ
たとともに、下水道の管路施設の維持管
理の重要性を改めて認識させられた。本
県では国の緊急要請に該当する管路が無
かったものの、直ちに自主的な緊急点検
を行った。その後、国から要請された全
国特別重点調査の対象となった管路約



（寄稿文）23

7.4㎞の TVカメラ調査を実施するととも
に、５年に１度の法定点検の対象となっ
ている腐食のおそれのある７㎞を対象に、
法定点検を前倒しするかたちで TV カメ
ラ調査を実施した。

調査の結果、緊急度Ⅰと判定された管
路はなかったものの、今後は、緊急度Ⅱ
と判定された異状箇所における清掃・補
修・状態監視等の適切な措置をとるとと
もに、国による検討委員会の提言等を注
視しながら、「メリハリ」の効いた点検・
調査の導入など、新たな管路マネジメン
トへの転換を検討する必要がある。

５.広域化・共同化

本県では、市町とともに下水道事業や
集落排水処理事業等を地域で一体となっ
た基盤強化を図り持続可能な事業運営を
推進するため令和５年に「三重県汚水処
理事業広域化・共同化計画」を策定して
おり、農業集落排水施設等 36 処理場を
公共下水道等に統合する予定である（図
－５）。

また、非常時における連携強化を図る
ために県内市町と合同で災害時に備えた
訓練を行っており、令和３年に開始して
から５年目になる。訓練ではマンホール
の点検方法やガス検知器の使い方など、
安全で迅速に対応できるよう作法や留意
点を確認している。今後も訓練を重ね、
現場での対応力やノウハウの継承に努め
る。

６.地球温暖化対策

本県の流域下水道事業では、今後も下
水処理区域の拡大と接続人口の増加によ
る流入水量の増加が予測されており、温
室効果ガス排出削減のための追加的な取
組を行わなければ令和 12 年度時点の排
出量は平成 25年度比で 16％増加する見
込みとなっていた。

このため、令和６年 10 月に「三重県
流域下水道地球温暖化対策計画」を策定
し、温室効果ガス排出量の増加を抑え、
さらには平成 25年度比で 36％減少させ
る目標を掲げている（図－６）。

主な取組は、「運転方法の見直し」「高
効率機器の導入」による省エネルギーの
徹底と「太陽光発電施設の設置」による
再生可能エネルギーの導入である。

省エネルギー化は老朽化対策にあわせ
て着実に進めている。太陽光発電施設に
ついては６つの処理場全てに導入する予
定であるが、まずは、中勢沿岸流域下水

図－５　汚水処理施設の統廃合予定

図－６　三重県流域下水道地球温暖化対策計画における温室効果ガス排出量の削減目標

図－４　急所となる流域下水道施設の耐震化率
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道（雲出川左岸処理区）の雲出川左岸浄
化センターにおいて令和９年の稼働を目
指し準備を進めているところである（写
真－２）。

７.栄養塩類管理運転の実施

栄養塩類（窒素・リン）の削減などに
より公共用水域の水質保全を進めてきた
が、近年は、良好な水質（きれいさ）と
生物の多様性・生産性（豊かさ）の調和・
両立という新たなニーズが高まってきて
いる。

特に、冬季の海域において栄養塩類濃
度の低下によるクロノリの色落ちが指摘
されており、本県では、水質基準の範囲
内で放流水の栄養塩類の削減を抑制する
栄養塩類管理運転を全ての流域下水処理
場にて試行している（写真－３，図－７）。

８.おわりに

令和７年は 1月に大規模な道路陥没事
故が発生し、７月には県内沿岸に 14 年
ぶりの津波警報が発せられ、同月に県北
部の桑名市で日最大降水量 72㎜の局地
的豪雨の発生、９月には四日市市中心市
街地で日最大降水量 124㎜の記録的豪雨

により中心市街地が冠水し、多数の車両
が水没する被害があった。想定を超える
自然災害が頻発するなか、ハード対策と
ソフト対策の組み合わせによる事前防災
の重要性を痛感しており、管路マネジメ
ントの転換や津波への備え、雨天時浸入
水への対応など、解決すべき課題をあら
ためて突きつけられている。

古来から「美
うま

し国
くに

」と呼ばれてきた三
重の地が、将来においても「満ち足りて
ここちよい」ところであり続けられるよ
う生活排水の適正処理や水環境の改善に
努めてきた結果、本県における汚水処理
施設の人口普及率は令和６年度末によう
やく 90％に達した。しかし、未だ 17万
人以上が汚水処理施設を使えない状況に
あり、今後も下水道事業の完成に向けて
早期の未普及解消に努める必要がある。
また、事業の持続性を確保する観点から、
広域化・共同化等による運営基盤の強化、
施設の適切な状態把握と保全、地震・津
波等に対する施設の強靱化が必要となっ
ている。

今後も若手職員の減少や高年齢職員の
退職などが見込まれるなかで、これらの
課題に対応していくためには、管理・経

営と実施・現場運営の業務領域に応じた
人員・組織の確保や、官民連携、DXによ
る業務の合理化・効率化など、未来を見
据えた知恵と工夫が求められている。つ
いては、皆さま方の変わらぬご指導ご協
力を賜りたく、宜しくお願い申し上げた
い。

写真－３　クロノリの色落ち（左：通常、    

　　　　　右：色落ち）

写真－２　太陽光発電施設の設置に取り組む

雲出川左岸浄化センター

図－７　下水道の栄養塩類管理運転

海域における栄養塩類濃度の低下が原因のひとつとされ
ている


